
「ふくしまＳＤＧｓ推進プラットフォーム」設置要綱 

 

（名称) 

第１条 本会は、ふくしまＳＤＧｓ推進プラットフォーム（以下「プラットフォ

ーム」という。）と称する。 

 

（目的) 

第２条 持続可能な地域づくりを進めるにあたっては、２０１５年の国連サミ

ットで決定した国際社会の共通目標である「持続可能な開発目標」（以下「Ｓ

ＤＧｓ」という。）の達成に向けた取組が、幅広い分野や地域で展開されるこ

とが重要である。このため、ＳＤＧｓを入口とした、県内の市町村や企業、団

体、ＮＰＯなど産学官共金労言の多様な主体による連携・協働の機会を創出し、

県づくりを推進するために、その活動の場としてプラットフォームを設置す

る。 

 

（活動内容) 

第３条 プラットフォームは、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事

業を行う。 

（１）ＳＤＧｓに関連するシンポジウム（フォーラム）・セミナー等イベントの

開催 

（２）会員が実施するＳＤＧｓ関連イベントや取組の発信 

（３）会員間の連携やマッチングの支援 

（４）会員間の先導的取組・ＳＤＧｓに関連する研究等の情報共有及び相互啓発 

（５）その他、目的の達成に必要な事業 

 

（アドバイザリーボード） 

第４条 プラットフォーム内に本会の運営や会員間による取組の顕彰に対する

助言等を行うことを目的としてアドバイザリーボードを設置する。 

２ アドバイザリーボードの委員（以下、「委員」という。）は、ＳＤＧｓの推 

進について優れた識見を有する者、高い情報発信力を有する者から知事が委 

嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱日の当該年度末までとする。ただし、双方から特段の 

申出がない場合は自動的に更新されるものとする。 

 



（事務局) 

第５条 プラットフォームの事務局は、福島県企画調整部復興・総合計画課に置

く。 

 

（会員） 

第６条 プラットフォームは、 第２条の目的に賛同し、県内でＳＤＧｓに取り

組む、又は関心がある団体（任意団体を含む。）で構成する。 

２ プラットフォームへの入会を希望する者は、その旨を事務局が指定する様

式第１号（ふくしまＳＤＧｓ推進プラットフォーム会員登録申込書）を提出す

ることで、会員となる。なお、会員の団体区分については別紙のとおりとする。 

３ 会員は、前項の申し込み事項に変更がある場合はすみやかに事務局に申し

でるものとする。 

４ 会員は、書面（任意様式）により事務局に届け出ることで退会することがで

きる。 

５ 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を除名することがで

きる。 

（１）本要綱に違反し又は本会の信用を著しく害したとき 

（２）解散又は事業活動等を停止したとき 

（３）第１１条(暴力団員等の排除)に違反したことが判明したとき 

（４）その他プラットフォームの運営に当たって重大な支障が生じると認めら

れたとき 

 

（入会金及び年会費） 

第７条 プラットフォームの入会金及び年会費は無料とする。 

 

（分科会） 

第８条 プラットフォームは、必要に応じて会員の一部により組織された分科

会を設置することができる。 

２ 分科会の設置等については、ふくしまＳＤＧｓ推進プラットフォーム分科

会設置規程によるものとする。 

 

（活動内容の開示） 

第９条 事務局は、会員に対し、会員のウェブサイト等において、活動内容の公

表を促すとともに、ＳＤＧｓの達成に向けて積極的に取り組む企業等として、

県が運営するプラットフォームに関するウェブサイト等で対外的に広報する。 

 



（活動状況の報告） 

第１０条 事務局は随時、活動状況確認の参考となる資料の提出を求めることが

できるものとする。 

 

 

（情報の利用制限) 

第１１条 会員は、事務局が承認した場合を除き、プラットフォームの活動を通

じて入手したいかなる情報も複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて

使用をすることができないものとする。 

 

（暴力団員等の排除) 

第１２条 会員は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（以下、「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）又は暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）

若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関して必

要な事項は事務局が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年５月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１１月２９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別紙＞ 

 

 

○日本標準産業分類表に基づく団体区分は以下のとおり。 

・農林水産業 

・鉱業，採石業，砂利採取業 

・建設業 

・製造業 

・電気・ガス・熱供給・水道業 

・情報通信業（放送業、新聞業、出版業、情報サービス業等） 

・運輸業，郵便業 

・卸売業，小売業 

・金融業，保険業 

・不動産業，物品賃貸業 

・学術研究，専門・技術サービス業（建築設計業、測量業、法律事務所、経営 

コンサルタント業等） 

・宿泊業，飲食サービス業 

・生活関連サービス業，娯楽業（洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業等） 

・教育，学習支援業（幼稚園、学校教育、大学、学習塾、公民館、図書館、 

美術館、動・植物園等） 

・医療，福祉 

・複合サービス事業（郵便局、協同組合等） 

・サービス業（他に分類されないもの）（廃棄物処理業、自動車整備業、職業紹介・ 

労働者派遣業等） 

・社団・財団 

・NPO・NGO 

・公務 

・その他 

 


